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令和７年度 学校の部活動に係る活動方針 

学校名  前沢高等学校 

校長名  佐藤 文子   

１ 活動の方針 

１．自主性、克己心、社会的な態度、協調性、リーダーシップ、自他尊重の精神等の体得 

２．責任感、公正な態度、規律や規則の遵守の育成 

３．学校の活性化、生徒の健全育成 

 

２ 休養日・活動時間について 

１．休養日 

  週１日以上の休養日を設定し、年間平均で週当たり２日以上の休養日の設定に努める。 

２．活動時間 

（１）平 日（月～金） 

   夏季   １５：４０～１８：００  冬季  １５：４０～１７：３０ 

平日の朝練習（始業時まで活動可）は、顧問がつくことを前提として認める。 

  （２）休業日（土・日・祝祭日） 夏季･冬季とも    ９：００～１２：００ 

平日の活動延長（夏季 18:00 と冬季 17:30 を越える）を行う場合は、顧問がつくこと

を前提として認める。 

（３）定期考査開始の１週間前から活動は禁止とする。 

ただし、教育委員会、高等学校体育連盟・文化連盟の主催、共催する県大会及び予選

出場のための練習は、定期考査終了日より２週間以内に大会がある場合は、顧問がつ

くことを前提として許可願を提出し、１日１時間程度の練習を許可する。 

 

 

３ 活動のきまり 

１．様々な場面で安全に配慮して活動を行うこと。 

２．顧問と生徒でコミュニケーションを十分に図り、活動を行うこと。 

３．各部で年間活動計画表、月間計画・実績表を作成すること。 

 

４ その他 

１． 部活動への加入は任意とする。 

２． 体罰や暴言、ハラスメントの根絶を徹底する。 

 

 

 


